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非開示理由等 所管局部課等

1 R5.1.3 R5.1.16

選挙運動費用収支報告書、
選挙運動費用に関する領収
書の写し、立候補届出書類
（令和３年７月４日執行都
議会議員選挙）（１名）

1 1 1 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
　届出書に記載の個人の住所、生年月日及び領収書に記
載のクレジットカード情報や確認コードは、個人に関す
る情報で特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を
識別することはできないが、公にすることにより、なお
個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するた
め、非開示とする。
・東京都情報公開条例第７条第４号
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、非
開示とする。

選挙管理委員会事務局
選挙課

2 R5.1.10 R5.1.20
選挙運動費用収支報告書
（令和３年７月４日執行都
議会議員選挙）（１２名）

1 1 1
・東京都情報公開条例第７条第４号
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、非
開示とする。

選挙管理委員会事務局
選挙課

3 R5.1.11 R5.1.20
選挙運動費用収支報告書
（２回目）（令和４年執行
参議院議員選挙）（１名）

1 1 1
・東京都情報公開条例第７条第４号
　印影については、偽造等による犯罪の予防のため、非
開示とする。

選挙管理委員会事務局
選挙課

4 R5.1.19 R5.1.31

政治団体○○　令和3年分収
支報告書に併せて提出され
た領収書等の写しのうち業
務委託費として○○氏に支
出されているもの

7 1 １ 1

・東京都情報公開条例第７条第２号
  特定の個人の住所は、個人に関する情報で特定の個人
を識別できるため非開示とする。（法令の規定により公
にされる情報を除く。）
・東京都情報公開条例第７条第４号
印影については、偽造等による犯罪の予防のため、非開
示とする。

選挙管理委員会事務局
総務課

決定区分 （根拠規定）条例７条


